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表１. コンプライアンス関連法令 

基本法令 民法，会社法 

公正な取引 独占禁止法，景品表示法 

知的財産 著作権法，特許法など 

証券取引 証券取引法など 

個人情報 個人情報保護法など 

ビジネス 

情報セキュリティ 電子商取引法など 

消費者 消費者保護 消費者基本法など 

労働 雇用保障法，雇用関係法 

環境 環境基本法など 

そのほか いわゆる業法など 
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1. はじめに 

近年，企業不祥事が起こるたびに，コンプライアンスと

いう言葉が報道されるようになってきた。一般にコンプラ

イアンスは「法令遵守」と訳されているが，この訳語では

正確に語感を伝えておらず，その意味は「組織が社会的要

請に対応すること」がより正確であるとされている 1,2）。中

小企業において新製品を開発するにあたり，科学的な正し

さ，法的な正しさと言うコンプライアンス面での組織的支

援は不十分であった。企業のリスク回避を製品開発の早期

段階で可能とするような技術的支援方法を案出し，関係各

局担当部署と連携して実施することを目的とした。 

2. 方法 

 科学的な正しさにより，企業の製品開発のリスクを低減

できるかどうか，科学とニセ科学との比較検討を行うこと

によって検討することにした。  
 一方，法令はコンプライアンスを考え，社会的要請に応

えるための道しるべとされている。そこで，関連する法令

について調査した 3-5)（表１）。製品デザインに限定してコン

プライアンスを考えると，知的財産関連法，消費者関連法， 

地球環境関連法などへの対応が求められる。産技研では従

前より各法律に関して技術セミナーなどをとおして，中小

企業への支援を行っている。しかし，これらのうち，産技

研内での対応が不十分と思われる消費者関連法について検

討を行った。 

3. 結果 

3. 1 科学的な正しさ 科学的な正しさに関しては，従来

特段の法的規制がなされているわけではなかった。科学的

な正しさについては，最近学会などでの取り組みも目立っ

てきている 6) 。「ニセ科学」に関しては，教育の立場から科

学教育の不備が科学的常識の欠如をまねいているとの議論

がある 7-15)。すなわち消費者自身が科学的な判断を自ら行

い，ニセ科学による被害を防ぐべきであるとする考え方で

ある。この考え方は一般的な消費者に対しては有効である

としても，事業リスクの回避の手段としては十分とはいえ

ない。 
また，哲学者の K.R.ポパーは，科学と非科学を分けるた

めに次のような方法を提案している 16) 。反証（間違ってい

ることを証明すること）が可能な理論は科学的であり，反

証が不可能な説は非科学的だと考える。すなわち非科学的

な説は，検証も反証もできないので，それを受け入れるた

めには，無条件に信じるしかない。この説にしたがえば，

科学は「反証できること」が前提なので，研究者個人が「科

学的な正しさ」（白黒をはっきりさせる）を判断することは

かなり困難であることが分かった。 
 
3. 2 景品表示法による不実証広告規制 科学的な正し

さによりリスク回避が困難であるとすると，社会的な要請

を満たすためには法令による何らかの制限が必要となる。 

近年，健康，痩身，環境などに関する消費者の関心が高ま

る中，商品やサービスの有する「性能」やその結果消費者

が期待できる「効果」に関する優良性を強調した表示が多

く見られるようになってきた。これらの表示を規制し，社

会的要請を実現しようとするのが，不当景品類及び不当表

示防止法（景品表示法 17））である。この法律では過大な景
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品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表

示等を禁止している。これまで，商品・サービスの効果・

性能に関する表示について，公正取引委員会が景品表示法

に基づき，不当表示として規制するためには，専門機関を

利用して調査・鑑定を行い，表示通りの効果，性能がない

ことを公正取引委員会が立証する必要があった。そのため，

事業者が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を全く有し

ていない場合でも，行政処分を行うまでに多大な時間を要

した。その間に不当表示の疑いのある商品・サービスが販

売されつづけ，その結果として消費者被害が拡大するおそ

れがあった 18-20) 。 
そこで，平成１５年の法改正で，効果・効能に関する表

示を行う場合には，事業者自身が科学的根拠を示さなけれ

ばならなくなった（いわゆる不実証広告規制）。公正取引委

員会が景品表示法第４条第１項第１号の不当表示に該当す

るか否かを判断するために必要があると認めるときに，事

業者に対し，期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的

な根拠を示す資料の提出を求め，当該資料が提出されない

場合には，当該表示を不当表示と見なす規定が導入された。 
このことは製品デザインを検討する上で，ごく初期段階

に検討しておくべきことである。また，産技研に曖昧な科

学的根拠による技術相談など持ち込まれた場合には，景品

表示法による義務を周知することにより，企業のリスクを

低減することができることが分かった。 

4. まとめ 

製品デザインにおけるコンプライアンス支援に関して，

これまで対応が不十分と思われる消費者関連法について検

討を行った。景品表示法の不実証広告規制は事業者自身に

科学的な根拠を要求するものである。これを周知すること

によって，曖昧な科学的根拠による製品開発を未然に防ぎ，

企業リスクを回避できる可能性があることがわかった。 

 また，生活文化局取引指導課，福祉保健局薬事監視課と

連携を図り，その成果を中小企業へ提供することができた。

今後，技術セミナーなどを通じて，知識の普及をはかると

ともに，産技研内職員に対しても職場研修などを通じて知

識の普及をはかる予定である。 
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